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◇ 議事日程 

１ 会 議 宣 言 

２ 諸般事項報告 
 

日程 

番号 

議案 

番号 

議        案        名 

１ 
認定 

１ 
令和６年度松野町一般会計歳入歳出決算の認定について 

２ 
認定 

２ 
令和６年度松野町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

３ 
認定 

３ 

令和６年度松野町国民健康保険中央診療所特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

４ 
認定 

４ 

令和６年度松野町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

５ 
認定 

５ 
令和６年度松野町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

６ 
認定

６ 

令和６年度松野町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

７ 
認定 

７ 
令和６年度松野町簡易水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分について 

８ ― 議会運営委員会の閉会中の継続調査の件  

９ ― 議員派遣の件  

５ 閉 議 

６ 散 会 
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これから本日の会議を開きます。         （９：３０） 

続いて本日の議事日程を報告します。 

本日の議事日程は、あらかじめ配布しております議事日程表のとお

りです。御承知をお願いします。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規定により、本日の会議に出

席する者は、お手元に配布しております一覧表のとおりです。御承知

をお願いします。 

日程第１ 認定第１号「令和６年度松野町一般会計歳入歳出決算の

認定について」以下、日程番号の順を追い、 

日程第７ 認定第７号「令和６年度松野町簡易水道事業会計決算の

認定及び剰余金の処分について」までの７会計の決算を一括議題とし

ます。 

総務常任委員長から委員会審査の経過並びに結果について報告を願

います。 

「議長」 

「山崎議員」 

総務常任委員会における審査の結果並びに経過について御報告いた

します。 

当委員会に付託されました７件の認定の審査に当たりましては、当

局の説明を聴取し、慎重に審査いたしました結果、いずれも原案のと

おり認定すべきものと決定いたしました。 

なお、審査の過程における、主な質疑につきましては、委員長報告

参考資料のとおりであります。 

それでは、審査内容の主なものについて御報告いたします。 

まず、認定第１号「令和６年度松野町一般会計歳入歳出決算の認定

について」では、「家具転倒防止等対策費補助金の周知について」、「コ

ンビニ交付サービスの周知・利用率について」、「養魚場の今後の運営

について」、「有害鳥獣捕獲状況及び実績について」、「検定補助金の受

験者の状況と受験率向上への対応策について」など質疑があり、それ
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ぞれ成果説明書に基づき理事者及び担当課より回答を受けました。 

また「財政調整基金の２億７千万円の取崩しを受けた今後の町の取

組み」の質疑に対し、理事者からは「非常に危機感を持って対応して

いるところである。現在、各課の事業について評価をし、令和８年度

の当初予算に活かそうと考えているが、根本的な解決にはならない。 

今、一番言われているのが人件費の圧縮であるが、働き方改革等職

員に負担をかけることはできず、バランスを取らなくてはいけない。

次に委託料の問題についてはシステムなど専門的な知識が必要とな

り、国県と連携し圧縮をしていきたい。３番目が診療所であるが、こ

の赤字問題にもメスを入れ、国にも働きかけをしたい。 

こうした方策を通じて町民の皆様にも御理解をいただくという作業

を、躊躇なく着手したいと思っている。」との答弁を受けました。 

次に、認定第３号「令和６年度国民健康保険中央診療所特別会計歳

入歳出決算の認定について」の審査において、「経営改善支援事業の進

捗状況と具体的取組みについて」質疑があり、担当課より回答を受け

ました。 

最後に、認定第２号「令和６年度国民健康保険特別会計歳入歳出決

算の認定について」、認定第４号「令和６年度住宅新築資金等貸付事業

特別会計歳入歳出決算の認定について」、認定第５号「令和６年度介護

保険特別会計歳入歳出決算の認定について」、認定第６号「令和６年度

後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、認定

第７号「令和６年度簡易水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分に

ついて」は、特に質疑もなく審査を終了しました。 

以上、「認定第１号」から「認定第７号」までの審査の過程を御報告

いたしましたが、このほかにも様々な意見や要望が出されました。 

当局におかれましては、こうした指摘や意見に十分留意され、今後

の事務執行に当たられますよう要請し、総務常任委員会審査の報告を

終わります。 

よろしく御賛同を賜わりますようお願い申し上げます。 
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質疑を省略し、続いて、討論、採決を行います。 

討論、採決は議案ごとに行います。 

はじめに、認定第１号の討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

（反対討論 ～ なし） 

次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（賛成討論 ～ なし） 

討論なしと認めます。 

これから、認定第１号を採決します。 

本決算に対する委員長の報告は、認定とするものです。 

お諮りします。 

本決算を、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は、起立

願います。 

（起立 ～ 全員） 

起立全員です。 

したがって、認定第１号「令和６年度松野町一般会計歳入歳出決算

の認定について」は、認定することに決定しました。 

続いて、認定第２号の討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

（反対討論 ～ なし） 

次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（賛成討論 ～ なし） 

討論なしと認めます。 

これから、認定第２号を採決します。 

本決算に対する委員長の報告は、認定とするものです。 

お諮りします。 

本決算を、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は、起立

願います。 

（起立 ～ 全員） 
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起立全員です。 

したがって、認定第２号「令和６年度松野町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算の認定について」は、認定することに決定しました。 

続いて、認定第３号の討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

（反対討論 ～ なし） 

次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（賛成討論 ～ なし） 

討論なしと認めます。 

これから、認定第３号を採決します。 

本決算に対する委員長の報告は、認定とするものです。 

お諮りします。本決算を、委員長の報告のとおり認定することに賛

成の方は、起立願います。 

（起立 ～ 全員） 

起立全員です。 

したがって、認定第３号「令和６年度松野町国民健康保険中央診療

所特別会計歳入歳出決算の認定について」は、認定することに決定し

ました。 

続いて、認定第４号の討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

（反対討論 ～ なし） 

次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（賛成討論 ～ なし） 

討論なしと認めます。 

これから、認定第４号を採決します。 

本決算に対する委員長の報告は、認定とするものです。 

お諮りします。 

本決算を、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は、起立

願います。 
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（起立 ～ 全員） 

起立全員です。 

したがって、認定第４号「令和６年度松野町住宅新築資金等貸付事

業特別会計歳入歳出決算の認定について」は、認定することに決定し

ました。 

続いて、認定第５号の討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

（反対討論 ～ なし） 

次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（賛成討論 ～ なし） 

討論なしと認めます。 

これから、認定第５号を採決します。 

本決算に対する委員長の報告は、認定とするものです。 

お諮りします。 

本決算を、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は、起立

願います。 

（起立 ～ 全員） 

起立全員です。 

したがって、認定第５号「令和６年度松野町介護保険特別会計歳入

歳出決算の認定について」は、認定することに決定しました。 

続いて、認定第６号の討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

（反対討論 ～ なし） 

次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（賛成討論 ～ なし） 

討論なしと認めます。 

これから、認定第６号を採決します。 

本決算に対する委員長の報告は、認定とするものです。 

お諮りします。 
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本決算を、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は、起立

願います。 

（起立 ～ 全員） 

起立全員です。 

したがって、認定第６号「令和６年度松野町後期高齢者医療保険事

業特別会計歳入歳出決算の認定について」は、認定することに決定し

ました。 

最後に、認定第７号の討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

（反対討論 ～ なし） 

次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（賛成討論 ～ なし） 

討論なしと認めます。 

これから、認定第７号を採決します。 

本決算に対する委員長の報告は、認定とするものです。 

お諮りします。 

本決算を、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は、起立

願います。 

（起立 ～ 全員） 

起立全員です。 

したがって、認定第７号「令和６年度松野町簡易水道事業会計決算

の認定及び剰余金の処分について」は、認定することに決定しました。 

日程第８「議会運営委員会の閉会中の継続調査の件」を議題としま

す。 

お手元に配布のとおり、議会運営委員長から、閉会中の継続調査の

申し出があります。 

お諮りします。 

議会運営委員長からの申し出のとおり、承認することに御異議あり

ませんか。 
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（異議なしの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議会運営委員会の所掌事務については、申し出のとお

り、閉会中も継続して行うことに決定しました。 

日程第９「議員派遣の件」を議題とします。 

お諮りします。 

議員派遣の件については、お手元に配布のとおり、派遣することに

御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議員派遣の件は、お手元に配布のとおり、派遣するこ

とに決定しました。 

これで会議を閉じます。 

町長から閉会挨拶の申し出がありますので、これを許したいと思い

ます。 

「議長」 

「坂本町長」 

それでは、令和７年第３回定例議会の閉会に当たりまして、一言御

挨拶を申し上げます。 

議員各位には、９月９日の議会開会から本日までの会期中、本議会

及び常任委員会におきまして、活発な議論と慎重な審議を賜り、本日

までに全議案、全会一致で可決いただきましたこと、誠にありがたく

御礼を申し上げます。 

また、令和６年度決算審査でいただいた御意見、御指摘につきまし

ては、今後、議員の意向を十分に尊重して、担当部局で精査検討をし、

今後の事業の執行及び来年度の当初予算の編成に参考とさせていただ

きます。 

さて日中はまだまだ厳しい残暑が続いておりますけれども、朝夕は

やっと秋の涼しさの気配が感じられるようになりました。稲刈りもほ
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とんど終わり、これからは栗やユズの収穫期を迎えるようになります

が、高値で取り引きをされました今年の桃や米と同様に、豊かな実り

の秋を実感できることを期待をしております。 

一方で自民党の総裁選挙が間もなく告示となり、新しい日本のリー

ダーが選出をされます。都市と地方の経済格差がますます拡大し、現

役世代と高齢者世代の意識の乖離が顕著になる中で、新しい総理総裁

には、これまで都市部の反映を支えてきた地方に十分配慮をし、地方

が持続的に発揮できる政策を積極的に打ち出すように、あらゆるチャ

ンネルを駆使して働きかけをしていきたいと考えております。 

また、本町におきましては、ちょうど今、町政座談会を各部落で開

催して、皆さんとの意見交換をしていますが、地域のコミュニティを

存続発展させていくためには、町民の皆さんとの協働が不可欠である

こと、そして住民が主役、地域が舞台のまちづくりを更に進めていく

ことにつきまして、理解と協力をお願いをしておりますので、議員各

位にも、是非とも御助力をお願いしたいと思っております。 

さて御承知のとおり、本町は、今年、町制施行７０周年を迎えてお

ります。これを記念して、来る１０月１２日には、久しぶりに町民運

動会を開催するほか、１１月７日には、町内の高齢者限定で、演歌歌

手三山ひろしさんのコンサートも予定をしております。せっかくの機

会でありますので、１人でも多くの町民の皆さんに参加、御来場いた

だいていただきたいと思いますので、議員各位にも是非周知をお願い

をいたします。 

最後になりますが、今後も山田議長のもと７名の議員が活発な議論

を交わしつつも円満な議事運営に努められ、活力と潤いのある地域づ

くりのため、それぞれ議員活動に邁進されますことを心から期待させ

ていただき、私たち執行機関と両輪となって森の国まつの町の存続発

展に御尽力いただきますようお願いいたしまして、議会閉会の御挨拶

といたします。 

どうもありがとうございました。 
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以上で、令和７年第３回松野町議会定例会を閉会します。 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

 

松野町議会議長   山田 寛二      

 

   松野町議会議員   山崎  匡      
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